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台北市当局によるアプリケーションの試用期間の延長要求 
 

台北市政府の法規制委員会は、スマートフォンアプリケーションの返金ルールについてユー

ザーから苦情が寄せられていることを受け、消費者保護法１９条１項における「通信販売又は

訪問販売の消費者は、受領した商品を購入するつもりがない場合、当該商品を受領した後７日

間以内に、返品又は書面を以って売買契約を解除する旨を企業経営者に通知することが可能で

あり、且つ理由説明及び費用、代金支払いの必要がない」という規定を引用し、Ａｐｐｌｅ社

およびＧｏｏｇｌｅ社にアプリケーションの試用期間を７日まで延長するよう要求した。 
 
当局の命令に対して、Ａｐｐｌｅ社（アジア）は回答期限の締切日である６月２３日の直前

に遵守する旨を承諾し、且つ即時に自社のｉＴｕｎｅｓ Ｓｔｏｒｅの規約を改正した。この

結果、台湾向けのｉＴｕｎｅｓ Ｓｔｏｒｅではユーザーがアプリケーションをダウンロード

した日から７日間が試用期間とされ、この期間中は自由に返品することが可能となった。この

アプリケーションの試用期間は、世界各国のｉＴｕｎｅｓ Ｓｔｏｒｅの中で、もっとも長い

試用期間となった。一方、Ｇｏｏｇｌｅ社側は当局の要求を受け入れず、依然として有料アプ

リケーションの試用期間を１５分間としている。６月２７日に台北市政府の法規制委員会の葉

慶元委員長は「台北市としては、このように露骨な法律違反を容認するわけにはいかない。消

費者に不利な標準契約条項によって、消費者の権利であるべき払い戻しの請求が、Ｇｏｏｇｌ

ｅ社の裁量に委ねられている。」と公言し、Ｇｏｏｇｌｅ社は当局から１００万台湾ドル（約３

００万円）の罰金が科せられた。その後、Ｇｏｏｇｌｅ社は台湾における有料アプリケーショ

ンの販売を直ちに中断した。 
 
このようなアプリケーションの試用期間の問題に対し、台湾においては賛否両論の声が上が

っている。今回のＡｐｐｌｅ社による台湾当局への譲歩およびｉＴｕｎｅｓ Ｓｔｏｒｅの規

約が台湾向けに改正されたことから見れば、台湾消費者の勝利だという声が出ている。他方、

Ａｐｐｌｅ社およびＧｏｏｇｌｅ社は台湾以外の国において、いずれも１５分間のみの短い返

品期間を試用期間として設定しているが、目立ったクレームや問題もないとされている。試用

期間が７日間まで延長された結果、消費者はアプリケーションをダウンロードした後、アプリ

ケーションの内容（例えばゲーム又は電子書籍など）を存分にプレー、閲覧した後に、試用期

間の終了までに払い戻しを要求する可能性が高くなる。このことから、アプリケーションのサ

プライヤーに対して非常に大きな影響をもたらすため、Ｇｏｏｇｌｅ社のような大手会社も台

湾から撤退するという声も出ている。 
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従って、台湾におけるアプリケーションの試用期間政策に関る今後の展開について、注意す

る必要がある。 
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＊本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供する 
ものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異 
なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方 
は弊事務所にご相談ください。 

 
 

 
 


